
　軽自動車税は、毎年４月１日現在、原動機付自転車、
軽自動車などを所有している方に対して課税されるも
のです。５月上旬に納税通知書を送付しますので、納

期限までに納付してください。

▶令和８年度の納期限（口座振替日）　６月１日㈪

■原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車・小型自動車
種　別 税率（年税額） 種　別 税率（年税額）

原　
　
付

50cc以下または0.6kW以下
(ミニカーを除く)

2,000円 小型特殊

農耕用 2,000円
0.6kＷ以下(特定小型原付)
125cc以下かつ最高出力0.4kＷ以下

その他 5,900円50cc超～ 90cc以下
または0.6kW超～0.8kW以下
90cc超～ 125cc以下
または0.8kW超～1.0kW以下

2,400円 二輪の軽自動車
（125cc超～ 250cc以下） 3,600円

ミニカー 3,700円 二輪の小型自動車
（250cc超～） 6,000円

令和８年度 軽自動車税の税率

■三輪および四輪以上の軽自動車

種　別

税率（年税額）
旧税率（初度
検査年月が平
成27年３月
以前の車両）
（重課税率の
車両を除く）

新税率（初度
検査年月が平
成 2 7 年 ４ 月
以降の車両）

重課税率※

（初度検査年
月が平成25年
３月以前の車
両）

初度検査年月が令和７年４月～令和８年３
月で一定の要件を満たす車両

①概ね
75％軽減

②概ね
50％軽減
（乗用営業用
に限る）

③概ね
25％軽減
（乗用営業用
に限る）

三輪の軽自動車 3,100円 3,900円 4,600円 1,000円 2,000円 3,000円

四輪以上
の乗用

営業用 5,500円 6,900円 8,200円 1,800円 3,500円 5,200円

自家用 7,200円 10,800円 12,900円 2,700円 対象外 対象外

四輪以上
の貨物

営業用 3,000円 3,800円 4,500円 1,000円 対象外 対象外

自家用 4,000円 5,000円 6,000円 1,300円 対象外 対象外

※�電気軽自動車、天然ガス・メタノール・混合メタノールを燃料として用いる軽自動車、ガソリンハイブリッド車、
被けん引自動車は重課の対象となりません。

 ■令和８年度の税率

■軽自動車税の軽減措置
　適用期間…令和７年４月～令和８年３月
　適用年度…新車として取得した減税対象車に対し、適用期間の翌年度の税率に適用されます。

軽減内容 対象・要件など

①概ね75％軽減 電気軽自動車、天然ガス軽自動車
（平成30年排出ガス基準達成または平成21年排出ガス基準10％低減達成）

対象車 排出ガス性能 燃費性能

②概ね50％軽減
（乗用営業用に限る）ガソリン車・

ハイブリッド車

平成30年排出ガス基準
50％低減達成または平
成17年排出ガス基準
75％低減達成

令和12年度燃費基準90％達成かつ
令和２年度燃費基準達成

③概ね25％軽減
（乗用営業用に限る）

令和12年度燃費基準70％達成かつ
令和２年度燃費基準達成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問 税務課☎0823-43-1636

■�軽自動車税の減免申請の期限は５月 25 日㈪までです

　減免申請は、納税通知書が届いてから、市役所税務
課、市民センター（江田島・能美・沖美）、三高支所
の窓口で手続きしてください。
　令和７年度軽自動車税（種別割）の減免を受けられ
た方などで、申請の内容に変更がなく現況報告書を提
出されている場合は、減免の手続きをする必要はあり
ません。また、期限後の受付はできませんので、早め
に手続きしてください。

■�減免の種類と申請に必要なもの

①�身体障害者手帳などを所有する方が使用する軽自動
車など
※�障害者１人につき１台のみで、自動車税の減免と重
ねて受けることはできません。

▶次の要件の全てに該当すること
◦�身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手
帳、戦傷病者手帳のいずれかを所有していること。
◦�障害の程度が一定の要件※に当てはまること（要件
は運転者の区分、障害の部位・程度によって異な
り、複数の障害があっても合算は行わない）。
※�要件については税務課までお問い合わせください。
◦�車両の所有者（納税義務者）が障害者本人、もしく
は生計同一者であること。
◦�運転者が本人・生計同一者・日常的介護者（障害者

のみで構成される世帯の場合のみ）であること。
◦�障害者本人以外が運転する場合は、専ら障害者の通
学、通院、生業のために利用していること。

▶申請に必要なもの
　減免申請書・納税通知書・身体障害者手帳など・マ
イナンバーカードまたは個人番号が確認できる書類・
自動車検査証（電子車検証の場合は自動車検査証記録
事項の写しも）・運転者の運転免許証（コピー可）・
生計同一証明書（該当者のみ）・常時介護証明書（該
当者のみ）

②�専ら身体障害者などが利用するための構造になって
いる軽自動車など（車いす移動車など）

▶申請に必要なもの
　減免申請書・納税通知書・個人の場合はマイナンバー
カードまたは個人番号が確認できる書類・自動車検査
証（電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写し
も）・車の構造が分かる書類または写真

③公益のために直接専用する軽自動車など
　身体障害者、精神障害者または高齢者のために一定
の社会福祉事業を行う者が所有し、専らその事業に使
用する車両
▶申請に必要なもの
　減免申請書・納税通知書・自動車検査証（電子車検
証の場合は自動車検査証記録事項の写しも）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問 税務課☎0823-43-1636
令和８年度 軽自動車税の減免

問 まちづくり共生課☎0823-57-3009

～江田島市をキラリと輝かせる、あなたの取組を募集します！～

令和８年度江田島市協働のまちづくり地域提案型活動支援補助金
　魅力あふれるまちづくり、地域の特性を活かしたまちづくりを推進するため､ 市民協働による多様な担い手の活
動を支援します。地域に密着した視点で、江田島市をキラリと輝かせる活動を提案してください。
対�象　まちづくり協議会、自治会、市内のＮＰＯ法人、半数以上が市民でかつ５人以上の団体、市内事業者など
補助対象経費　消耗品、備品購入費などの事業に必要な経費（飲食費は対象外）

▲市ホームページ
　QRコード

申請受付　５月１日㈮～ 21日㈭
事業採択　書類審査及びプレゼンテーション審査会で決定
※プレゼンテーション審査会：６月９日㈫
補助率　１回目10/10、２回目4/5、３回目3/5（提示テーマは1/2）
※同一の活動については、３回まで補助を受けることができます。	
※�採択は年度ごとに審査を行うため、１回目に採択された場合でも、必ずしも２回目の採択が
保証されるものではありません。２回目以降も必ず申請してください。
※「自由テーマ部門」と「提示テーマ部門」の両方に申請することはできません。
　詳しくは、市ホームページまたは本庁・各市民センター（江田島・能美・沖美・大柿）など
に配布してある募集要項をご確認ください。

■自由テーマ部門　　補助金限度額　30万円

■提示テーマ部門　　補助金限度額　50万円

令和８年度の提示テーマ（次のいずれかに該当するもの）
①地域で支え合う仕組みづくり
②地域防災力の向上
③地域の担い手づくりとコミュニティの活性化
※応募は３年間継続して活動するものに限ります。

広報えたじま　令和８年５月 広報えたじま　令和８年５月 8899


